
第３７号議案 

   足立区区民ホール条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１５年２月２５日 

            提出者 足立区長  鈴  木  恒  年  

 

   足立区区民ホール条例の一部を改正する条例 

 足立区区民ホール条例（平成３年足立区条例第３２号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第２条の表足立区竹の塚区民ホールの項を削り、同表同西部区民ホー 

ルの項を次のように改める。 

 足立区西部区民ホール  東京都足立区鹿浜二丁目２４番２号 

 第４条中「足立区教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「区 

長」に改める。 

 第５条から第９条までの規定及び第１１条中「教育委員会」を「区長」 

に改める。 

 第１２条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「区長」に改め、同  

条第３号中「教育委員会が定める」を「この条例に基づく」に、「教育 

委員会」を「区長」に改め、同条第５号中「教育委員会」を「区長」に 

改める。 

 第１４条中「教育委員会」を「区長」に改める。 

 第１５条を削る。 

 第１６条中「教育委員会」を削り、同条を第１５条とする。 

 別表中竹の塚区民ホールの項を削り、同表西部・千住区民ホールの項 

中「西部・千住区民」を削り、同表の備考第２号中「教育委員会」を「区 

長」に改める。 

   付  則  



 （施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日（以下「施行日」という。）から 

 施行する。 

 （足立区地域学習センター条例の一部改正） 

２ 足立区地域学習センター条例（平成１３年足立区条例第３４号）の 

 一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「施設」の次に「又は付帯設備」を加える。 

  別表第１中 

 「  

 音楽室 ２，３００円 ２，９００円 ３，６００円 ８，０００円  を  

                                                                                               」  

 「  

 音楽室 ２，３００円 ２，９００円 ３，６００円 ８，０００円  

 ホール（平日） ５，６００円 １１，２００

円 

１６，８００

円 

３０，３００

円 

 に  

 ホール（土曜・

日曜・休日） 

７，６００円 １４，４００

円 

２１，８００

円 

３９，３００

円 

 

                                                                                               」  

 改め、同表の備考を次のように改める。 

   備考 

    （１） 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものと 

       する。 

    （２） 付帯設備の使用料は、１件１回につき５，０００円以 

       内において教育委員会が定める額とする。 

 （経過措置） 

３ この条例による改正前の足立区区民ホール条例の規定により既に

な 

 された施設（足立区竹の塚区民ホールを除く。）の使用の承認その他 



 の使用に関する手続でこの条例の施行日以後の使用に係るものにつ

い 

 ては、この条例による改正後の足立区区民ホール条例の規定によりな 

 された施設の使用の承認その他の使用に関する手続とみなす。 

４ この条例による改正前の足立区区民ホール条例の規定により既に

な 

 された足立区竹の塚区民ホールの使用の承認その他の使用に関する

手 

 続でこの条例の施行日以後の使用に係るものについては、この条例に 

 よる改正後の足立区地域学習センター条例の規定によりなされた足

立 

 区竹の塚地域学習センターの施設の使用の承認その他の使用に関す

る 

 手続とみなす。 

 

 (提案理由) 

 区民ホールを区長部局の所管とし、竹の塚区民ホールを地域学習セン

ターに移管する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


